


訪問看護の対象者の理解

到達目標

高齢者、小児、精神科、感染症など訪問看護の対象者について理解し、地域における研修
会の企画に活用することができる

内 容

1. 地域包括ケアシステムにおける訪問看護の対象者
2. 医療的ケア児を含む小児訪問看護の対象者
3. 精神科疾患のある訪問看護の対象者
4. 人生の最終段階における訪問看護の対象者
5. 新型コロナウイルス感染症対策に関する訪問看護の役割
6. 地域で研修会を開催するときのポイント



地域包括ケアにおける
訪問看護の対象者
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・通所介護

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設サービス
日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
・相談支援専門員

通院・入院 通所・入所
病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医療
介護が必要になったら･･･

介護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムと訪問看護の役割

「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ、
自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要
支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の
防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条」

訪問看護では
全年齢層の様々な
疾病を対象に介護
予防・看護（医療・
介護）・看取り、家
族支援、生活支
援、多職種連携な

どができる

介護保険の
訪問看護

介護保険以外
の訪問看護

福祉サービスが必要になったら･･･

障害福祉・児童福祉
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0 ～ 39歳

5.3%

40 ～ 64歳

12.4%

65 ～ 69歳

7.7%

70 ～ 79歳

22.2%

80 ～ 89歳

35.7%

90歳以上

15.8%

不 詳

0.9%

0 ～ 39歳 40 ～ 64歳 65 ～ 69歳 70 ～ 79歳

80 ～ 89歳 90歳以上 不 詳

年齢別にみた訪問看護利用者の構成

資料：厚生労働省「平成２８年介護サービス施設・事業所調査」より作成
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1-3 [介護保険]訪問看護の要介護度別受給者数の推移

２倍以上に
増加



1-4 [介護保険・医療保険]訪問看護の利用者の傷病分類

資料：社保審第182回（R2.8）一部加筆



8
資料：第419回中医協資料より

【医療保険】 訪問看護ステーション利用者の主傷病1-5



医療保険の小児および精神の訪問看護

5,700
7,383

10,131

14,415

18,777

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2011 2013 2015 2017 2019

0～14歳の訪問看護利用者

小児

（厚生労働省：訪問看護療養費実態調査より日本訪問看護財団作成）

（人）

21,920

45,528 46,734

72,894

103,191

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2011 2013 2015 2017 2019

精神の訪問看護利用者

精神

（人）

主傷病名が精神及び行動の
障害（精神科訪問看護基本
療養費算定）

※各年、訪問看護療養費明細書（調査年5月診療分）のうち、無作為で1/3を抽出した数を3倍した推計値
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３倍以上
増加

５倍近く
増加



1-7 要介護度別の訪問看護の実施状況①(看護内容）

資料：社保審第182回（R2.8）一部加筆



資料：社保審第182回（R2.8）一部加筆

要介護度別の訪問看護の実施状況②(医療処置に係わる看護の内容）1-8



医療的ケア児を含む
小児訪問看護の対象者

2



医療的ケア児に及びその家族に対する支援に関する法律の全体像 ①2-1



医療的ケア児支援法で自治体が支援を拡充する必要のある施設2-2



2-3 医療的ケア児支援法での医療的ケア児支援センター



【医療保険】 小児訪問看護の利用者の状況2-4

資料：第419回中医協資料より



（参考）訪問看護で支援しているAさん

必要な医療的ケアなど母親等は、医療者が側にいない
自宅で高度な医療的ケアを実施

子どもの体調の
判断に伴う不安

訪問看護で
安全と安心を保障
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小児に対する訪問看護2-6

資料：第419回中医協資料より



医療的ケア児を支える法律とサービス

資料：日本訪問看護財団「研修会で見つけたケアのヒント 小児訪問看護ガイドライン」より抜粋
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市町村

自立支援医療

補装具

・訪問系サービス
（居宅介護、
重度訪問介護等）
・療養介護
・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

介護給付

障害児・者

・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

訓練等給付

地域生活支援事業

自立支援給付
★自立支援給付費の１／２を国
が負担、県１／４、市町村1／4

・相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具
・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム 等

★国が１／２以内、都道
府県１／４以内で補助

・広域支援 ・人材育成 等

（参考）障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく
障害児者の福祉サービスの体系（平成24年4月～）

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

障害児入所支援

障害児通所支援

都道府県地域支援事業
都道府県

支
援

児童福祉法（改正）

障害児相談支援

★国が１／２以内で補助

★障害児施設給付費等の１／２を国が負担、県１／２

★各給付費の１／２を国が負担、
県1／4、市町村1／4

サービス等利用計画作成

計画相談支援

★計画相談支援給付費の１／２を国が
負担、県1／4、市町村1／4

障害児支援利用計画作成

（自立支援）協議会
★地方交付税措置

★地方交付税措置

精神通院医療
育成医療
更生医療
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資料：平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議

医療的ケアが必要な障害児への支援の充実に向けて（平成28年12月13日）

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室

2-9 医療的ケアを要する障害児に対する支援と関係機関による連携



[参考]医療的ケア児等総合支援事業

(地域生活支援事業）
2-10



[参考]子育て世代のための地域包括ケアシステム2-11



精神科疾患のある
訪問看護の対象者

3



資料：平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査」

訪問看護師に求めること（上位３つまで）3-1



（単位：万人）

258.4

34.5 35.3 33.3 32.3 31.3 30.2

223.9
267.5 290 287.8

361.1
389.1

0
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300

350

400

450

H14 H17 H20 H23 H26 H29

外来患者数

入院患者数

※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている

419.3

精神疾患を有する総患者数の推移

資料：厚生労働省「患者調査」より（厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 精神・保健課提供
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※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている

25.1 26.6 21.2 20.9 24.5 21.1

9.1 11.1 15.0 16.2
32.0 31.4 3.9 4.3 5.2 6.5

7.3 6.4
49.4

58.0 58.4 56.5

71.8 82.8

68.5

89.6 101.2 92.9

108.7
124.6

53.1

55.8
60.8

53.9

60.7

63.9

7.0 

14.7

20.7
32.5

48.7

51.3

8.4

9.1

9.9 10.7

11.4

11.4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H14 H17 H20 H23 H26 H29

認知症（血管性など）

認知症（アルツハイマー病）

統合失調症，統合失調症型障害及び

妄想性障害
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

神経症性障害，ストレス関連障害及び

身体表現性障害
精神作用物質使用による精神及び行動

の障害
その他の精神及び行動の障害

てんかん

（単位：万人）

287.8

361.1

223.9

267.5
290.0

389.1

精神疾患を有する外来患者数の推移（内訳）

資料：厚生労働省「患者調査」より（厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 精神・保健課提供）
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99,800 

102,262 

101,742 

103,396 

104,581 

105,555 

104,084 

109,181 

91,789 

89,804 

88,822 

88,765 

87,976 

86,442 

83,156 

80,524 

137,507 

132,269 

125,545 

118,577 

111,837 

105,439 

97,566 

93,948 

H15

H17

H19

H21

H23

H25

H27

H29

１年未満 １年以上５年未満 ５年以上

約17万人

各年6月30日時点での入院
総数（人）

資料：厚生労働省精神・障害保健課調べ

 精神疾患による入院患者の在院期間は、１年以上が約１７万人、うち５年以上が約９万人である。

329,096

324,335

316,109

310,738

304,394

297,436

284,806

283,653

精神疾患患者の在院日数の推移3-4



8.3

19.2

56.5

76.9

66.6

41.7

30.8

14.5

10.2

14.5

0

3.8

7.2

0.9

2.7

0

3.8

4.3

1.8

3

8.3

3.8

8.7

4.4

5.7

33.3

26.9

8.7

2.7

7.2

５年以上

１年以上５年未満

３ヶ月以上１年未

満

３ヶ月未満

総数

家庭 他の病院・診療所に入院 介護老人保健施設に入所

介護老人福祉施設に入所 社会福祉施設に入所 その他（死亡・不明等）

入院期間

（33,200人）

（22,500人）

（6,900人）

（2,600人）

（1,200人）

（単位：％）

０ 20 40 60 80 100

精神病床退院患者の退院後の行き先

資料：厚生労働省「患者調査」より（厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 精神・保健課提供
29
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23.6% 3.5%19.0% 49.8% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の状態でも在宅サービスの支援体制が整えば退院可能

在宅サービスの支援体制が新たに整わずとも近い将来退院可能

在宅サービスの支援体制が整えば近い将来に退院可能

状態の改善が見込まれず将来の退院を見込めない

無回答

 精神療養病棟に入院する患者の約１／２が、在宅サービスの支援体制
が整えば退院可能とされている。

精神療養病棟入院
患者（n=1409） 地域のサービ

ス基盤整備

資料：中医協資料（平成27年10月23日）より改編

精神療養病棟の退院患者の見通し

精神障害者の地域包括
ケアシステムが必要
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1.4%

8.7%

31.1%

38.4%

34.3%

79.9%

83.4%

34.9%

80.3%

75.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

その他

ショートステイ

包括型地域生活支援プログラム（ＡＣＴ）

訪問介護

グループホーム

訪問看護

訪問診療・往診

精神科デイ・ケア

精神科外来

精神療養病棟の入院患者が、地域へ移行する上で重要と
なる事業・サービス等（精神療養病棟入院料算定病棟、複数回答）

n=289

資料：平成2６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査より
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【医療保険】 精神科訪問看護の利用者の状況3-8

資料：第419回中医協資料より



精神科訪問看護において提供しているケア内容3-9

資料：第434回中医協資料より改編



•現状分析、協議の場を通じて自治体、保健所、医療機関、

福祉事業所等、関係者間で地域の課題を共有する
地域の課題の共有

目標設定

• ケースの支援を通じて、関係者が顔の見える関係を構築する

•連携により既存の資源・仕組みを有効活用

個別の支援を通じた

連携構築

成果の評価

• 本人やご家族との信頼関係構築、支援の方向
性の共有を十分に行う

• 所沢市および他の支援関係者との連携構築を重
視し、地域で包括的に支援する体制を

•協議の場で年度ごとに目標（できれば数値目標も）を設
定し、目標達成のためのプランを検討する

•一定期間ごとに進捗状況、目標達成状況を確認し、プラン
を見直す

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築プロセス

＜構築プロセス例＞

評価及び見直し
各個別テーマ毎に
実施可能なものか
ら協議・実施

「地域アセスメント」の共有
・「地域ビジョン（地域のあるべき
姿）」と具体的な目標の設定
・役割分担とロードマップの作成

「地域アセスメント」
の実施
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バックアップ

精神医療圏※1

多様な精神疾患等ごとに
地域精神科医療提供機能を担う

医療機関

多様な精神疾患等ごとに
地域連携拠点機能を担う

医療機関

その他の
医療機関

市町村

保健所

多様な精神疾患等ごとに
都道府県連携拠点機能を

担う医療機関

都道府県
本庁

精神保健福
祉センター

精神医療圏ごとの医療関係者等による協議の場
精神疾患に関する圏域連携会議

都道府県ごとの医療関係者等による協議の場※２

精神疾患に関する作業部会

多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

社会参加（就労）・地域の助け合い

住まい

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所

バックアップ

バックアップ

医療 障害福祉・介護

■介護保険サービス

■地域生活支援拠点

■障害福祉サービス

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県

バックアップ

日常生活
圏域

基本圏域（市町村）
障害保健福祉圏域

圏域の考え方

35

様々な相談窓口

※１ 精神医療圏の設定にあたっては二次医療圏を基本としつつ、障害保健福祉
圏域、老人福祉 圏域、精神科救急医療圏域等との連携も考慮し、地域の実
情を勘案して弾力的に設定

※２ 医療計画作成指針に基づく協議の場

精神疾患の医療体制について（第７次医療計画）3-11



人生の最終段階における
訪問看護の対象者

4



主な死因の構成割合

資料：厚生労働省「平成30（2018）年人口動態統計月報年計（概数）の概況」
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自宅で最期まで療養することに関する国民の意識

資料：医療と介護の連携に関する意見交換（第1回）資料ー３参考1（平成29年3月22日）
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訪問看護ステーションにおけるターミナルケア利用者

資料：医療と介護の連携に関する意見交換（第1回）資料ー３参考1（平成29年3月22日）
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4-4 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
における意思決定支援や方針決定の流れ（イメージ図）



4-5 人生の最終段階おける取り組みの状況



新型コロナウイルス感染症
対策に関する訪問看護の役割
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5-1 新型コロナウイルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル

資料：新型コロナウイルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル(第1版）,新型コロナウイルス感染症訪問看護師による自宅
療養者への対応マニュアル作成検討委員会，令和3年7月

自宅療養者のための訪問看護（急性期ダイジェスト版）



資料：新型コロナウイルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル(第1
版）,新型コロナウイルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル作成検討
委員会，令和3年7月

5-2 新型コロナウイルス感染症感染防護具（在宅）

日本訪問看護財団感染防護具支援プロジェク
トでの装着の様子(写真掲載承諾あり）

日本訪問看護財団感染防護具支援プロジェクトで
の訪問看護の様子(写真掲載承諾あり）

このようにして
袋に小分けにす
ると便利です。



5-3 在宅でのPPE装着時の様子



5-4 （参考）訪問看護で使用した感染防護具例とメンタルストレス

日本訪問看護財団会員（メールアドレスのある会員3,113件）向け緊急Webアンケート調査（2020年6月）

n＝372（回答のあった全訪問看護ステーション）n＝94（感染又は疑い者に訪問した訪問看護ステーション）

使用した感染防護具

訪問看護師のメンタルストレス
新型コロナウイルス関連症状



心の悩みにおける相談窓口一覧(厚生労働省）

まもろうよ こころ（厚生労働省）

新型コロナウイルス感染症に対応する職員のためのサポートガイ
ド（日本赤十字社）

(参考）相談窓口の一覧5-5



5-6 家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

資料：厚生労働省 ホームページ



地域で研修会を開催するときの
ポイント
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第7期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み6-1



資料:第419回中医協資料より

訪問看護ステーションにおける看護師の年齢階級別割合6-2



訪問看護ステーション看護職対象研修、人材確保に関する事業

平成30年度厚生労働省老健事業在宅医療関連講師人材養成事業訪問看護分野「平成30年度訪問看護人材養成研修会テキスト」66Pを引用

6-3



地域において研修会を開催するときのポイント

◆ 目的、対象、効果

◆ 協力者・団体の
有無

◆ 予算
・収入・支出の計算
・予算確保

◆ 運営全般の企画
・研修の名称
・講師の選定
・プログラム
・参加費
・運営担当者の確保
・評価項目
（アンケート）
・スケジュール

企画 開催準備 当日運営 評価

◆ 予算管理

◆ 会場確保

◆ 講師との連絡
調整

◆ 受講者募集

◆ 必要物品の準備

◆ 必要資料の準備

◆ 運営マニュア
ル等の作成

◆ 会場運営

◆ 受付

◆ 進行
・司会
・講師対応
・ファシリテーター
・質疑応答対応

◆ アンケート回収

◆ 後片付け

◆ アンケート
集計・分析

◆講師等への
修了等の連絡

◆ 評価会議

◆ 収支計算

平成30年度厚生労働省老健事業在宅医療関連講師人材養成事業訪問看護分野「平成30年度訪問看護人材養成研修会テキスト」62Pを引用
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研修内容

研修目標

職位目安 未就業、スタッフ スタッフ スタッフ、管理者 スタッフ、管理者 スタッフ、管理者

訪問看護
就業期間目安

訪問看護未就業～6か月 6か月～1年 1～3年 3年以上 3年以上（管理者）

ラダー（レベル） Ⅰ（新人） Ⅱ（初級） Ⅲ（中級） Ⅳ（上級） Ⅴ（上級）

訪問看護の研修体系イメージ図

訪問看護に従事する・基本がわかる

訪問看護の専門性を高める

訪問看護の指導・研究ができる

訪問看護の指導・管理業務ができる

【訪問看護基礎】
・訪問看護入門プログラム
・訪問看護師養成講習会
（訪問看護eラーニング）

【訪問看護ステーションの経営・管理】※
・訪問看護ステーション管理者対象研修
・事業の起業研修

※この部分はキャリアラダーに相当するため点線・別色で区別している

【高度専門分野（指導・研究）】
・認定看護師教育課程

・専門看護師教育課程（大学院）

【専門分野】
・地域包括ケア（地域を見る視点）に関する研修
・訪問看護展開に必要な知識技術研修
・医療処置別の知識技術研修
・対象別の知識技術研修 等

＜全ラダーに共通する研修の場の設定＞
・OJT ・Oｆｆ-JT

日本訪問看護財団 平成28年度 「訪問看護人材育成教育カリキュラムに関する検討会報告書」 9P引用
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